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平成２６年１月１４日（火）より、「ほうわ法人向けインターネットバンキングサービス」では、お

客様に、より安全にご利用いただくため、ログインパスワードの入力の際は、ソフトウェアキーボード

での入力を推奨させていただきます。 

 

 

  

ソフトウェアキーボードとは、画面上に表示されたキーボードをマウスでクリックすることによりパ

スワードを入力するもので、パソコンのキーボードから直接入力しないため、キーボードの入力情報を

不正に取得する「キーロガー」等のスパイウェア対策に効果があります。 

 ログイン画面にて「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックを外すことにより、これまで同様、

パソコンのキーボードからの入力も可能ですが、より安全にご利用いただくために、ソフトウェアキー

ボードでのご利用をお勧めいたします。 

 

 

   

ソフトウェアキーボードのご利用によって、万全なセキュリティが保証されるものではありません。

スパイウェアによる被害を防止するためには、スパイウェア対応のウイルス対策ソフト等のご利用を併

せてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「ほうわ法人向けインターネットバンキングサービス」のログイン方法について
（ソフトウェアキーボードご利用の推奨） 

ソフトウェアキーボードとは 

ご注意 

ＩＤ・パスワード方式 

電子証明書方式 

「ソフトウェアキーボードを使用」にチェックが入っ

た状態で画面が表示され、ソフトウェアキーボードか

らでないとログインパスワードの入力ができません。 

ログイン画面 
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 キーボード入力を行う場合は、「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックを外し、注意喚起のメ

ッセージを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＩＤ・パスワード方式」のお客様（電子証明書のご契約がないお客様）にはログインボタンクリッ

ク後、「電子証明書利用推奨メッセージ」が表示されますので、メッセージを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

豊和銀行 インターネットバンキング係   

（銀行営業日）9：00～17：00    TEL 0120－080－848 

 

ソフトウェアキーボード操作方法 

 
 

 

数字が入力できます。 

英字（小文字）が入力

できます。 

英字（大文字）が入力

できます。 

ソフトウェアキーボードに入力した文字を画面の

入力欄に反映します。 

ソフトウェアキーボード

を終了します。 

入力した文字を全て削除します。

入力した文字を１字

削除します。 

キーボード入力を行う場合 

「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックを外した場合、注意喚起のメッセージが表示されます

ので、ＯＫボタンをクリックしてください。 

電子証明書利用推奨メッセージ 

メッセージを確認し、ＯＫボタンをクリックしてください。

トップ画面に遷移します。

◆電子証明書とは 

 従来の書面による手続きにおける印鑑証明書などに相当するもので、特定の発行期間や認証局が発行する電子的な身

分証明書。利用できるパソコンが特定される（電子証明書をインストールしたパソコン以外では使用できません）ため、

第三者による不正使用のリスクが軽減され、セキュリティ面で強化が図れます。 

本人認証では「記憶認証」（例：パスワードなど）と、その人しか持っていないもので認証する「所持認証」の二つの

要素（例：キャッシュカードと暗証番号）を組み合わせた対策が有効とされていますが、現時点で電子証明書はこの二要

素認証を実現できるオンライン取引に最適な本人認証方式です。 

 


